
中小企業生産性革命推進事業
平成30年度第2次補正予算額1,100.0億円

１．中小企業庁 技術・経営革新課
03-3501-1816

２．中小企業庁 小規模企業振興課
03-3501-2036

３．商務・サービスG サービス政策課
03-3501-3922

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ
事業目的・概要
中小企業・小規模事業者等が、認定支援機関と連携して、生産性
向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善
を行うための設備投資等を支援します。また、設備投資等とあわせて専
門家に依頼する費用も支援します。

小規模事業者がビジネスプランに基づいた経営を推進していくため、商
工会・商工会議所と一体となって経営計画を作成し、販路開拓や生
産性向上に取り組む費用等を支援します。

 ITの導入支援にあたり、セキュリティにも配慮したITツール及びその提供
事業者の成果を公開し、IT事業者間の競争を促すとともに、横展開を
行うプラットフォームの構築等を通じて、中小企業・小規模事業者によ
るIT投資を加速化させ、我が国全体の生産性向上を実現します。

成果目標
 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業により、事業終了後５
年以内に事業化を達成した事業が半数を超えることを目指します。

小規模事業者持続的発展支援事業により約20,000者の販路開拓
及び生産性向上を支援し、販路開拓につながった事業の割合を80%
とすることを目指します。

 サービス等生産性向上IT導入支援事業により、補助事業者の生産性
を向上させ、サービス産業の生産性伸び率を2020年までに2.0%を実
現することに貢献します。

１．ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業
（補助上限額：1,000万円、補助率1/2）

• 中小企業・小規模事業者等が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プ
ロセスの改善に必要な設備投資等を支援します。

• 小規模な額で中小企業・小規模事業者等が行う革新的なサービス開発・試作品
開発・生産プロセスの改善を支援します。（設備投資を伴わない試作品開発も支
援）（この場合の補助上限額は500万円。また、小規模事業者の場合は補助
率2/3）

• 小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって取り組む販路開拓や生産性
向上の取組を支援します。

• 中小企業・小規模事業者等の生産性向上を実現するため、バックオフィス業務の
効率化や新たな顧客獲得等の付加価値向上（売上向上）に資するITツールの
導入支援を行います。国 民間団体等

定額補助
中小企業等

補助
（2/3,1/2）

• 複数社が連携した共同設備投資等は補助上限500万円(50万円×10者)
• 展示会開催支援

１．中小企業庁 技術・経営革新課 03-3501-1816
２．中小企業庁 小規模企業振興課 03-3501-2036
２．商務・サービスG クールジャパン政策課 03-3501-1750
３．商務・サービスG サービス政策課 03-3580-3922

２．小規模事業者持続的発展支援事業
（補助上限額：50万円、補助率2/3）

３．サービス等生産性向上IT導入支援事業
（補助上限額：450万円、補助率1/2）

• スマートものづくり応援隊、ITコーディネータ、ロボットシステムインテグレー
タ、技術士等、事業の遂行に必要な専門家を活用する場合は、補助上
限額を30万円アップ

• 先端設備等導入計画の認定又は経営革新計画の承認を取得して一定
の要件（※）を満たす者は、補助率2/3

※労働生産性年率３％以上向上を含む経営革新計画または先端設備等導入計
画を2018年12月21日以降に申請し、承認・認定を受けた場合
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